


























養成・研修 養成・研修

参事　根本　昌彦
研究部研究課研究員　岡田　裕樹

事業企画部研修・養成課研修・養成課長補佐　槻岡　正寛

第２回国立のぞみの園セミナー 2021
「高齢期の支援が変わるとき～気づきと活かし方～」

Ⅰ．はじめに
　全国の障害者支援施設に入所している高齢期の知的障害者

数は増加しており、支援のあり方が今後の課題となっていま

す。本セミナーでは、高齢期に必要な支援とはどのようなも

のなのか、どのタイミングで行えば良いのかを「ギアチェンジ」

と「支援の準備」のキーワードから基調講演、実践報告、ディ

スカッションを行いました。

Ⅱ．プログラムと講演等の概要
　 表１　プログラムの詳細

【基調講演の概要】
「支援のギアチェンジについて」

祐川　暢生氏（侑愛荘）

　私たちが支援するのは知的障害のある方々であり、同時に

高齢期の方々です。老化現象で最も特徴的なのは、知的障害

のない方と同様に身体的な機能低下であり、老化現象が進む

と、がんばろうにもがんばりようがない段階が訪れます。高

齢期支援の基本的な構えとして、若い時期と同じように「が

んばれ」ではなく、「もうがんばらなくていい」と機能低下を

認める支援に移行する時期があるのではないでしょうか。こ

の「支援のギアチェンジ」ができないと、結果的に高齢期の

知的障害者につらい思いをさせることになりかねません。そ

のことを真剣に検討すべき時期が必ず訪れます。高齢期支援

が実現する価値は、今この時を大切に、利用者の満足、笑顔

を引き出す支援であると感じています。

「マップから見えた支援の準備について」
岡田　裕樹（国立のぞみの園）

　高齢知的・発達障害者の高齢化に関する先行研究より、知

的・発達障害者は身体機能の早期の低下や罹患する疾病の多

さが指摘されています。この背景要因として、本人の変化や

訴えに周囲が気づかず対応が手遅れになりやすい状況があり

ます。国立のぞみの園で令和３年度に行った研究の成果とし

て、「高齢知的・発達障害者の変化と気づきのためのライフマッ

プ」を作成し、知的・発達障害者の加齢にともない起こりう

る事象を現場の支援者が認識し、気づくことができるよう、

視覚的に整理しました（図１）。

【実践報告の概要】
「侑愛荘の支援を振り返って」

石村　正徳氏（侑愛荘）

　侑愛荘では利用者の平均年齢が70歳に差し掛かり、訓練を

行うことが困難な利用者が増加し、日常的なケアや様々な疾

病による通院の増加が目立ち始めていました。この状況から、

平成22年度に１年間をかけて支援者間で議論を重ね、「支援

指針」を策定しました。現在、高齢期の支援を重点的に検討

するための「食事ケア検討チーム」「排泄ケア検討チーム」「入

浴ケア検討チーム」を設置し、適切な知識に裏づけされた根

拠のある支援を目指して取り組んでいます。

　 令和４年２月21日に第２回国立のぞみの園セミナー 2021（以下、本セミナー）「高齢期の支援が変わるとき～気づ

きと活かし方～」を開催しました。本セミナーは、深刻化している知的障害者の高齢化問題に着目をし、日々の生活の

中で準備すべきことを、高齢知的障害者の支援経験が豊富な実践者から分かりやすく紹介していただきました。
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「お亡くなりになった後の支援について」
勅使河原　伸悦（国立のぞみの園）

　ターミナルケアプロジェクトの取り組みとして、亡くなっ

た利用者を偲び、支援者の喪失感の軽減と今後の支援の質の

向上に活かすことを目的とした「思い出語り」を支援者間の

会議等の場で行っています。亡くなった利用者との楽しかっ

た場面や支援などの思い出について振り返ることで、普段よ

りも自由に発言ができ、様々なエピソードが出てくることが

あります。現在の課題として、葬儀、遺骨、所持品、預金等

に関してご家族がどうしても対応できない場合があり、その

対応について検討が必要な状況があります。

「支援のギアチェンジ」
志塚　敦（国立のぞみの園）

　国立のぞみの園では令和２年度よりターミナルケアプロ

ジェクトを立ち上げました。このプロジェクトで始めたACP

（アドバンスドケアプランニング）の取り組みでは、過去の資

料から利用者本人の意思を探り出し、嬉しいときに見せる表

情や行動に関する情報を支援者間で共有する作業を行いまし

た。その情報を基に支援を組み立てることで、「利用者がやり

たいこと」「喜ぶこと」などを中心にする支援に変化しました。

【ディスカッション】　　　　   
　基調講演、実践報告を踏まえて講師・実践報告者によるディ
スカッションを行いました。

　支援のギアチェンジについて、高齢期の知的障害者の支援

を行っている現場から、「本人に必要な支援について立ち止

まって考える職員が増えた」「利用者ニーズについて皆で徹底

的に話し合うことで気づくことができた」「がんばらなければ

ではなく、楽しく余生を過ごすことを支援するようになった」

など実践の紹介がなされました。

　ライフマップについて、同じく「あらゆる年代の方を支援

する現場では、本人の情報をすぐに得られないこともあり、

共通言語としてライフマップは有効だと思う」「支援員の異動

や利用者の生活の場が変わることもあるのでライフマップが

あると、継続的な支援の支えになる」「若い職員は機能低下し

た状態から支援しているが、利用者が若い頃にできていたこ

とやこれまでの過程を意識して支援することが大事であり、

人生を俯瞰するためにもライフマップは重要である」などの

意見がありました。

Ⅲ．全体を通して
　本セミナーは、新型コロナウイルス感染症による影響を考

慮し、Zoomによるオンラインセミナーとして開催いたしま

した。当日（令和４年２月21日）のライブ配信は、92名の

方が参加しました。また、今回のセミナーでは、日程等の都

合でライブ配信に参加ができなかった方や、当日の内容を再

度振り返りたい方のために、アーカイブ配信を実施しました。

アーカイブ配信は令和４年２月28日～３月31日を期間とし

て、137名の方が視聴しました。

　国立のぞみの園では、今後も高齢期の知的・発達障害者に

対する実践や研究に取り組み、セミナー等を通し情報発信を

していきたいと思います。

図１　高齢知的・発達障害者の変化と気づきのためのライフマップ（一部抜粋）
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研究部研究課研究員　鈴木さとみ
法政大学教授、国立のぞみの園客員研究員（本研究プロジェクトリーダー）　佐野　竜平

研究部長　日詰　正文

東南アジアにおける発達障害者に対する
保健医療政策の実態把握と改善に関する研究

― 研究の概要と進捗の報告 ―

Ⅰ．この事業の発端

　平成28（2016）年の世界自閉症啓発デー・日本シンポジ

ウムの際、シンポジウムに登壇したベトナム自閉症ネットワー

クの方が、「発達障害の支援を考える議員連盟」の役員に、「日

本のような超党派の議員で制定される法制度を自分の国でも

作れたら嬉しい。日本の経験から学びたい」と想いを伝えら

れたことに、本研究は端を発しています。

Ⅱ．わが国の発達障害者施策の概要

　わが国では、平成16（2004）年に発達障害者支援法案が

超党派で提出され、同年、公布されました。これにより、そ

れまで障害者関連施策の谷間に置かれていた、自閉症や注意

欠陥多動性障害（AD／HD）、学習障害（LD）などが「発達障害」

として定義されました。その後、様々な障害者関係の法制度

に位置づけが進み、社会的な認知度も少しずつ高まっていま

す。

Ⅲ．研究のアウトライン

　東南アジア地域では障害のある人々の権利と福祉を促進

し、差別を受けることなく地域社会に参加できるようにする

ことを目指した様々な取り組みが行われています。これらと

繋がる形で、本研究では、東南アジア地域の発達障害児者の

利益に資する取り組みを行います。

　具体的には、ASEAN加盟10か国（ブルネイ、カンボジア、

インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、

シンガポール、タイ、ベトナム）における発達障害者に関す

る保健医療関連政策の基礎情報を整理します。また、発達障

害者の家族のためのガイドブック（厚生労働省の障害者総合

福祉推進事業の成果物）を東南アジア地域でも実施できるよ

うに検討を行います。これらの活動を通して、将来的な発達

障害者支援施策の支援・強化を目的とした実際的なアクショ

ンプランを提案します。

　本研究の事務局は、日本側は国立のぞみの園、東南アジア地

域はインドネシア・ジャカルタにある LSPR Communication 

& Business Institute （LSPR）が担当します。

Ⅳ．現地調査の開始

　本研究では、インターネットを活用した情報の収集やディ

スカッションを行うとともに、東南アジア地域を直接訪問し、

発達障害の当事者団体、研究者、政府機関との情報交換を行

うことも重視しています。

　現在までに、研究チームの佐野、日詰がフィリピン（令和４

（2022）年３月）、インドネシア（同年４月）を訪問し、一定の成

果を得ています。今後も、ベトナム（同年７月）への訪問が予

定されています。

　フィリピンでは、全国障害者問題評議会（NCDA）局長ら、

児童福祉審議会障害児委員会議長代理ら、全国自閉症協会

（ASP）名誉会長・事務局長ら、フィリピン大学教育部特別

支援専攻准教授を訪問し、本研究への協力に承諾を得ました。

令和４（2022）年５月にはNCDAとASPを対象に発達障害者

　 本稿では、令和３（2021）年12月より開始された東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）委託金プロジェクト「東

南アジアにおける発達障害者に対する保健医療政策の実態把握と改善に関する研究」の背景と現在の進捗についてご

紹介いたします。
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支援事例のオンライン・インタビューを実施しました。

　インドネシアでは、障害担当の主な官庁である社会省の障

害者社会リハビリテーション課長ら、大統領府大統領補佐官

及び国家障害委員会委員長ら、自閉症協会事務局長や理事ら、

インドネシア国立大学研究者らを訪問し、本研究への協力に

承諾を得ました。政策策定や議員間の関係強化についても、

非常に前向きな回答を得ることができました。

　本研究を通して、東南アジア地域の発達障害支援の関係者

と連帯し協働する中で、発達障害者や家族への支援が進むた

めの一助となればと願っております。

フィリピン政府・全国障害者問題評議会にて

インドネシア社会省障害担当課長や職員の皆さんと

インドネシア自閉症協会の主要メンバーらと LSPR チーム

フィリピン自閉症協会の主要メンバーたちと

インドネシア大統領補佐官・国家障害委員長らと意見交換
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診療部長　成田　秀幸

学校に「行けない」「行きたくない」

Ⅰ．なぜ多くの子どもたちは学校に行き続けてい

るのだろう？

　子どもの「不登校」という現象に直面した周囲の大人は、

原因はなんだろうかとまず考えると思います。行きたくない

と思うに至ったなんらかの理由があるはずで、その理由を解

決すればまた学校に行けるようになるはず、という期待があ

るからだと思います。しかし少し視点を変えてみると、多く

の子どもたちは学校に行き続けているわけですが、それはな

ぜでしょうか？まったくの私見ですが、そこには『子ども自

身の発達段階や心理的コンディション』と『環境側（学校等）

の性質・機能』の２つの要素が大きくかかわっているような

気がします。

　多くの子どもたちは生後間もない時期から、訓練されたわ

けでも教えられたわけでもなく自然に「人」に対して選択的

に注意が向き、人との関わりを通じて情緒的に人と結びつく

ことが強化されていきます。そして、養育者との間で築かれ

た「心の安全基地」を起点に、好奇心を持つ周囲の刺激にア

プローチし、また基地に戻って安心を得て心のエネルギーを

蓄えるという“行きつ戻りつ”を繰り返しながら経験を積み

重ね、自信を養い、自律心が育っていきます。未熟であって

も幼い子どもが自分でやりたがり、自分なりにやり遂げたこ

とを誇らしげに大人に見せたりします。また、他者の喜怒哀

楽に呼応する「共感」が、自らの行動の動機づけや方向性、

モチベーションにつながり、行動範囲の広がりとともに親以

外の大人や同世代の子どもたちとの協調的な行動をとること

に自然につながり、それ自体が行動の目的の一つになってい

きます。このような心理社会的発達は、『子ども自身の発達段

階や心理的なコンディション』と『環境側（学校等）の性質・

機能』との相互作用によって生み出されるものです。

　就学前には保育園、幼稚園、こども園に通う、満６歳の誕

生日以後の最初の４月から小学校に通い、中学校卒業で義務

教育年限を終えるという日本社会の仕組みによる時間的なタ

イミング、また、園や学校で提供される活動や学習内容、指

導方法、到達目標の設定などの『環境側（学校等）の性質・

機能』と、その子自身の発達段階がある程度マッチし、心理

的なコンディションが良好に保たれていれば、その環境（学

校等）に関わることで得られる成功体験の積み重ねにより自

己肯定感、自己効力感が向上し、つながっていたいと思える「つ

ながり」を実感でき、その子にとってのいわゆる“心理的居

場所”が構築されていくのだろうと思います。居場所として

感じているからそこに行こうとする、それが学校に行き続け

るということなのではないかと思います。

　サッカーなどのスポーツで「ホーム」「アウェー」といった

概念がありますが、“心理的居場所”を「ホーム」と例えるな

　色とりどりの花に彩られる華やかな春。その明るいイメージのいっぽうで、新たな環境でスタートを切る子どもたちは、

大人が思う以上に気が張っていたり、漠然とした不安を抱えていたりする時期でもあります。令和２年度の文部科学省によ

る調査結果によると、小中学校における不登校児童生徒数は196,127人で、８年連続で増加、過去最多となっており、その

うち54.9%の児童生徒が90日以上の長期にわたって欠席になっているそうです。今回は、児童精神科の診療でも相談のテー

マになることが多い、学校に「行けない」「行きたくない」ということについて、私見を述べたいと思います。
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らば、親や家族と過ごす家庭からはじまった「ホーム」が、

保育園・幼稚園が「ホーム②」、学校が「ホーム③」というよ

うに、“心理的居場所”がつながっていく、拡がっていくよう

な状態にある子は、学校に通う行動を継続していきやすいの

だろうと思います。

Ⅱ．「行けない」「行きたくない」の背景にあるもの

　多くの子どもたちが生後間もなくからたどる発達的変化

を前段で述べましたが、そのような経過とは違った経過で発

達していく子どもたちもいます。その場合、一般的に提供さ

れている保育・教育に関する社会の仕組みによるタイミング

や環境の機能・性質と発達段階がマッチしていない状況に置

かれ続けることになり、学校に行き続けるということ自体、

具体的なきっかけや出来事によるストレスということではな

く、日常的、持続的に大きなストレスにさらされ続けている

のかもしれない、と思うのです。

　また、順調に登校を継続していた子どもが、途中から「行

けない」「行きたくない」状況になった場合も同様です。学習、

友人や先生との関係、期待される振る舞いやペースなど、周

囲から見ればそれまでと連続的で急な変化はないように見え

る『環境側（学校等）の性質・機能』であっても、その子自

身の発達の経過で新たに気づき、考えるようになったことな

ど、子ども自身の発達的な「変化」により環境とのミスマッ

チが生じることも多々あります。

　そしてこのような日常的、持続的なストレスや、自身の発

達的変化によって生じた環境とのミスマッチは、それらを具

体的に周囲に説明できるほどには子ども自身も認識できてお

らず、一方で周囲から求められる「行けない」「行きたくない」

の原因としてもっともらしい具体的なできごとやきっかけも

思い当たらず、子ども自身が自分でもよくわからない、混沌

とした状態にあることが多いような気がします。

　学校に行けないことで大人が心配するのは、勉強が遅れて

取り返せなくなる、進学できなくなる、将来困るといったこ

とかもしれません。しかし「行けない」「行きたくない」こと

について、一番重大な問題は何かと言えば、子どもと環境の

相互作用によって構築される“心理的居場所”が消失の危機

にさらされているということです。子ども自身も困惑し、そ

の困惑を共有してくれる人がいなければ孤立を深め、自分を

責めたり、あるいは自分を過剰に弱弱しい存在であると感じ

たりして、周囲や未来に目を向けていくことが困難になって

しまいます。

Ⅲ．おわりに　～大人たちが担う役割は？～

　子どもの発達の経過やありようは皆それぞれ違う唯一無二

のものです。例えば“定型発達”や“発達障害”などの概念

のように、共通する発達の特徴に注目する視点はありますが、

“定型発達”であれ“発達障害”であれ当然ながらその子なら

ではの発達のありようは一人ひとり違います。つまり、子ど

もの発達はとても多様であるということです。また、子ども

の発達のありようは様々なレベルの環境から影響を受け、同

じ年齢でも時代とともにその状況はどんどん変化していくの

で、大人がよく言う“昔はこうだった”という話はどうして

もそぐわなくなっていきます。そしてそれぞれの子どもたち

は時間とともにとどまることなく発達的な変化を遂げていき

ます。一方で、教育、社会の仕組みのバリエーションは、子

どもの発達の多様性、変化には到底及ばないというのがどう

しても避けられない現実です。そのギャップを唯一埋めるこ

とができるのはやはり人間（大人側）の多様性です。つまり、

大人側が固定観念にとらわれず、目の前の子どもの唯一無二

の発達や心理的なコンディションを理解、尊重し、復学だけ

に限定せず子ども側の視点で多様な環境の選択肢を一緒に模

索し、ポジティブな相互作用により“心理的居場所”を保障

し続けられるよう支え、おぜん立てしていくことが、大人が

担う大切な役割だと思っています。
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研究部研究課研究係長　髙橋　理恵
事業企画部サービス調整課地域移行係　五十嵐　敬太

世界自閉症啓発デーへの参画

Ⅰ．世界自閉症啓発デーとは
　2007年12月の国連総会でカタール国妃の提案により、

毎年４月２日を「世界自閉症啓発デー」（World Autism 

Awareness Day）とすることが決議され、全世界の人々に

自閉症を理解してもらう取り組みが行われています。最も有

名な取り組みは、世界各地のランドマークをブルーライトアッ

プする取り組みです。この取り組みは、2010年から、自閉症

支援団体Autism Speaksにより始められました。

　日本では、世界自閉症啓発デー・日本実行委員会が組織さ

れ、自閉症をはじめとする発達障害について、広く啓発する

活動が行われています。具体的には、毎年、世界自閉症啓発デー

の４月２日から８日を発達障害啓発週間として、イベントの

開催やランドマークのブルーライトアップ等の活動を行って

います。

　国立のぞみの園でも、自閉症をはじめとする発達障害につ

いて国民全体に広く知っていただくこと、理解をしていただ

くことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮ら

すことができる社会の実現につながるものと考え、2019年よ

り共催団体として世界自閉症啓発デー・日本実行委員会に参

画しています。

Ⅱ．日本実行委員会の取り組み
　2022世界自閉症啓発デー・日本実行委員会には、厚生労働

省、文部科学省、日本自閉症協会、日本自閉症スペクトラム

学会、日本発達障害ネットワーク、全日本自閉症支援者協会、

全国情緒障害教育研究所、全国児童発達支援協議会、発達障

害者支援センター全国連絡協議会、セサミワークショップ、

自閉症児者を家族に持つ医師・歯科医の会、国立特別支援教

育総合研究所、発達障害情報・支援センター、国立のぞみの

園の計14団体が参加しています。新型コロナウイルス感染蔓

延以前は、各団体が都内に集まり委員会を重ねてきましたが、

昨今の状況から委員会やシンポジウムの開催形式がオンライ

ンに変わりました。その中でも変わらない取り組みがブルー

ライトアップです。

　今年も４月２日に、東京タワーや横浜マリンタワー、大阪

の通天閣をはじめ各地のランドマークがブル－にライトアッ

プされました。ライトアップに使用したブル－は、癒やしや

希望などを表す自閉症のシンボルカラーとなっています。ま

たライトアップだけではなく、委員の衣装や持ち物もブルー

にしています。これにより、自閉症をはじめとした発達障害

についての理解への呼びかけだけでなく、啓発活動を通した

一体感や連帯感が生まれました。

　ここ５年間のテーマは「輝く人、照らす人」で、啓発ポス

ターや世界自閉症啓発デー公式サイトの動画配信などでは『セ

サミストリート』とコラボレーションしています。例年、啓

発ポスターにはセサミストリートのジュリアとその友達が登

場し、“自閉症をはじめとする発達障害に対する社会全体の理

解が進むよう「知っていますか？私のこと。自閉症のこと。」”

と呼び掛けています。動画配信は、「ジュリアのヘアカット」
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というタイトルで、エルモとアビー、アランが美容院ごっこ

をして美容師になり、自閉症の特性があるジュリアの恐怖を

和らげる手助けをするお話でした。他にも「作品展2022」と

して当事者の方より応募のあった作品の掲載、世界自閉症啓

発デーに寄せた国連事務総長、厚生労働大臣、文部科学大臣、

他著名人からのメッセージやフォトアルバム、そして自閉症

のある方がヘルプマークをより安全に、より便利に活用でき

るよう作成した「ジュリアのお願いシート」など、世界自閉

症啓発デーに関する内容や発達障害に関する情報発信など、

様々な紹介をしておりますので是非ご覧ください。

Ⅲ．国立のぞみの園での取り組み
　国立のぞみの園には、自閉症をはじめとする発達障害のあ

るお子さんが通われたり、また発達障害と重度知的障害の合

併のある方が生活をしています。

　国立のぞみの園の利用をされている当事者の方も、毛糸

玉や木玉、和紙を使った作品とペットボトルの蓋を活用した

キャップアートを世界自閉症啓発デーの作品展に応募しまし

た。

　作品名は【毛糸玉：「colorful-cute」】【木玉：「あわたま

rainbow」「～春　Urara ～」】【和紙：「友和」】【ペットボト

ルキャップ：「スポーツカー」「すみっこくらし」「はらぺこあ

おむし」】です。タイトルから想像力をかき立てられましたか？

　実際の作品は、世界自閉症啓発デー作品展への掲載作品

は転載ができないため、世界自閉症啓発デーホームページ

（http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/）

にアクセスしてください。

　これらの作品を完成させた利用者からは、その出来栄えに

「いい色ー」「やったー」と歓声が上がるなど、満足そうな表

情がうかがえたとのことです。また、ご家族からは、娘の作

品が多くの人に見てもらえる機会がいただけてうれしいとの

感想がありました。制作に関わった職員からは、コロナ禍で

作品を発表する場所がなくなっている中、利用者の皆さんの

作品を多くの視聴者に見ていただけたことは、大変意義ある

こと、今後の制作意欲にもつながっていくとのお話をうかが

うことができました。私も、当事者の方が描いた作品を見た

とき、一つの作品に対し数か月にもおよぶ共同作業、集中力、

色使いの感性の豊かさ、発想力などに圧倒され、作成過程を

想像すると、その努力に感動したというのが率直な感想です。

　その他に、国立のぞみの園での自閉症支援に対する取り組

みを、紹介ビデオとして作成し、ライブ配信しました。一人

ひとりにあったライフスタイルについてアセスメントし、そ

れを基にした支援計画を作成・実行した結果、笑顔ある生活

となった様子が映し出されています。時々、カメラに向かっ

て見せるＶサインが印象に残っています。

Ⅳ．おわりに
　世界自閉症啓発デーは、世界各国で自閉症の理解を深め、

未来に向けて話し合い、考える日です。そして、毎年４月２

日には、シンボルカラーである「ブル－」でランドマーク等

が彩られます。来年の４月２日の世界自閉症啓発デーには、

みなさんも是非ブルーのTシャツ、ブルーのマスクなど、身

近にできる「ブルー」を身につけませんか。

ジュリアは自閉症の女の子

　セサミストリートには、多様性豊かなキャラクターがたくさん登場します。
　「ジュリア」は、自閉症の特性があるキャラクターです。

●ジュリアの紹介 ……………………………………………………………

　セサミストリートに住むジュリアは、自閉症の特性がある女の子です。
　みんなと同じように、ジュリアも遊ぶことが大好きですが、少し違った遊
び方をすることがあります。
　「みんなちがって、みんないい。」セサミストリートの仲間達はそんなジュ
リアのことが大好きです。

【世界自閉症啓発デー日本実行委員会〈公式ホームページ〉より】
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コロナ禍における実習生等への対応コロナ禍における実習生等への対応
― 令和３年度の受け入れ実績と受け入れるための工夫 ―

事業企画部研修・養成課研修・養成課長補佐　槻岡　正寛
研究部研究課研究係長　村岡　美幸

Ⅰ．令和３年度の受け入れ実績
　表１は、令和３年度の保育と相談援助実習の、予約・実施

状況です。

Ⅱ．コロナ禍における受け入れの判断基準
　国立のぞみの園は、群馬県高崎市にあります。そのため、

コロナ禍における実習生等の受け入れの判断は、群馬県の感

染状況、具体的には「社会経済活動再開に向けたガイドライ

ン警戒レベル」の群馬県のレベルと、法人内の感染状況を踏

まえて検討し、決定を行っています。

Ⅲ．コロナ禍における実習生受け入れ等の工夫
　障害の特性や障害のある方の暮らし、支援について学びを

深める上で、障害のある方と直接関わったり、支援員の動き・

考えに触れたりすることは、とても重要なことだと考えてお

ります。国立のぞみの園では、コロナ禍においても、少しで

も多くの学びの機会を提供できればと思い、以下のような工

夫をしました。

◎受け入れ可能部門・寮を調整

　高齢で医療が必要な利用者が多い寮での実習受け入れを中

止しましたが、若くて持病が少ない利用者が生活している寮

や、マスクをつけられる利用者が多い通所部門での受け入れ

を継続しました。

◎入所・通所部門と連携して受け入れ

　通所部門のみでの実習は土日が休みとなるため、実習期

間が長期になります。受け入れ可能部門の調整に伴い、生活

寮から通所部門に配属先が変更となった学生の中で、授業や

次の実習期間との兼ね合いで実習期間を延長することが困難

だった学生を対象に、平日は通所部門、土日は生活寮で実習

を行いました。

◎電話やWebでの巡回指導

　先生と事前に相談し、電話やWebで実施しました。

◎現場での実習と学内実習を組み合わせて実施

　規定の実習時間のうち、一部を国立のぞみの園で、一部を

学内実習で行ったケースもありました。

◎実習で入れなかった事業所の概要を写真や映像で紹介

　概要や実際の様子を、写真や映像を使って紹介しました。

◎規定の実習時間を夏と冬に分けて受け入れ

　夏の実習中に緊急事態宣言が発令された際、中断し、宣言

解除後、冬に実習を行いました。

◎学内実習に切り替わった学校で出前講座を実施

　希望があった学校を対象に、Webや対面で出前講座を実施

しました。

　今後も実習生受け入れに向けさらなる工夫を行い、一人で

も多くの学生に、現場での学びを提供できるよう努めていき

たいと考えております。

　 国立のぞみの園では、保育士や社会福祉士の養成校に通う学生の実習の受け入れを行っています。新型コロナウイ

ルスの影響を大きく受ける前の令和元年度には、年間、37校137人の実習生を受け入れていましたが、令和３年度は

12校36人の実習生の受け入れに止まりました。新型コロナウイルスの感染拡大状況が日々変動する中で、オリエンテー

ションを実施したものの実習開始に至らなかった学生や、実習中に職員の感染が確認され実習している寮や寝泊まり

している宿舎を移動していただいた学生、抗原検査にご協力いただきながら実習を継続していただいた学生、そして、

配属予定を延期・中止していただいた学校がございました。多大なるご迷惑とご負担をおかけしたことをこの場を借り

てお詫び申し上げるとともに、ご理解・ご協力いただけたことに改めて感謝申し上げます。

　本稿では、令和３年度の実習生（保育・相談援助）受け入れ実績と、現在までに当法人が行ってきたコロナ禍での

実習生等を受け入れるための工夫についてご紹介いたします。

表１　令和３年度の保育・相談援助実習実績

保育実習 相談援助実習

予約校・人数

実施校・人数

34校　172人

10校　  31人

８校　22人

２校　  ５人
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Ⅰ ○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労継続支援Ｂ型・短期入所・
日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を
提供しています。
TEL.027-320-1005【地域支援部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けて
います。
TEL.027-320-1327【診療所医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520【事業企画部相談係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働
いている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催について

　研修会やセミナーの開催のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357【事業企画部研修係】
　
○実習生等の受け入れ、ボランティアの受け入れ、施設見学について

　大学・専門学校などからの学生等の受け入れ、ボランティアの受け入れや施設見学等のお問い合わせに対応い
たします。
TEL.027-320-1322【事業企画部養成係】

○刊行物のご案内

　ホームページ https://www.nozomi.go.jp/　調査・研究→調査研究報告・テキストをご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613(総務部) 
FAX.027-327-7628(直通)

編集事務局からのお願い
　人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりました場合には、
新しい送付先名等をFAXやE-メールなどで事務局あてにご連絡をいただけますと幸いで
す。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp/
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。

INFORMATION
令和４年度　研修会・セミナーのご案内

強度行動障害支援者養成研修

実践検討・意見交換会

●日　　程／令和４年９月頃（３回開催）

●方　　法／Ｗeb開催

●日　　程／基調講演：令和４年12月頃予定、鼎談：令和５年１月頃予定、分科会：令和５年２月頃予定

●方　　法／基調講演、鼎談：オンデマンド配信　　分科会：集合研修

Ⅱ 国立のぞみの園セミナー

①知的・発達障害者のすこやかシリーズ編「食と口腔衛生」

●日　　程／令和４年12月頃予定　　●方　　法／オンデマンド配信

②高齢知的障害者支援のための意見交換会「高齢期の支援が変わるとき－気づきと活かし方－」

●日　　程／令和４年９月頃予定　　●方　　法／Ｗeb開催

③知的発達障害者に関わる看護師向け「知的発達障害者の看護の役割について」

●日　　程／令和４年11月頃予定　　●方　　法／Ｗeb開催

Ⅲ 知的障害のある犯罪行為者への支援を学ぶ研修会（基礎研修会）

Ⅵ 自閉症支援のためのワークショップ５日間集中コース

Ⅳ 非行・犯罪行為に至った知的障害者を支援し続ける人のための
双方向参加型研修会（実践者研修会）

●日　　程／令和４年10月頃予定　　●方　　法／Web開催

●日　　程／令和４年予定　　　　　 ●方　　法／集合型

Ⅴ 障害者の福祉的就労・日中活動サービス
～生活介護・就労継続支援Ｂ型の多様な実践を学ぶ研修会～

『初級・中級編』

●日　　程／令和４年７月頃予定

●方　　法／オンデマンド配信

『上級編』

●日　　程／令和４年10月頃予定

●方　　法／オンデマンド配信

『ふり返り講習会』

●日　　程／令和４年12月頃予定

●方　　法／オンデマンド配信

お申込み・お問い合わせ
独立行政法人　国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
総務企画局研修・養成課　TEL 027-320-1357
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